
８ 高 技 管 第 104 号 

令和８年５月 21 日 

 
　各部局長 
議会事務局長 
公営企業局長 
教育長　　　　　　　 
警察本部長 
監査委員事務局長 

 
土木部長 

 
「法定福利費を明示した工事費内訳書について」の一部改正について（通知） 

 
　このことについて、「法定福利費を明示した工事費内訳書について」（令和５年３月 15日

付け４高土政第 1436 号 土木部長通知）の一部を別添のとおり改正しましたので、通知し

ます。 

なお、主な改正内容は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１　主な改正内容 

別紙の予定価格に占める法定福利費の割合（％）を改定しました。 

 

２　適用期日 

　　令和８年６月１日以後に提出する工事費内訳書から適用します。 

 
 

 
（問い合わせ先） 
技術管理課 契約担当 

　　TEL：088－823－9813

様



法定福利費を明示した工事費内訳書について（通知） 
 
 
 
 
 
 
　「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成 13 年３月９

日閣議決定。令和元年 10 月 18 日一部変更。）では、地方公共団体の長等は、公平で健全な

競争環境を構築する観点から、社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。）

に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることが重要

であるとされております。 

さらに、建設業における担い手の育成及び確保には、法定福利費の適切な支払いのため

の取組の強化が求められていることから、下記のとおり、建設工事の競争入札時に提出す

る工事費内訳書に、法定福利費を明示することとしましたので通知します。 

 

記 

 

１　工事費内訳書への法定福利費の明示について 

全ての建設工事において、工事費内訳書（様式１）に法定福利費を明示する。 

ただし、随意契約によるものなど、工事費内訳書を提出しない場合は、請負代金内訳

書に法定福利費を明示すること。 

 

２　法定福利費の確認方法 

契約担当者は、受注者から提出された工事費内訳書に明示された法定福利費について、

予定価格の積算から合理的に推計される法定福利費の事業主負担額（概算額）（以下「法

定福利費概算額」という。）と比較し、適切に計上されていることを確認する。 

「法定福利費概算額」 ＝ 予定価格 × 法定福利費の割合（別紙のとおり） 

なお、法定福利費は、入札結果に影響しない。 

そのため、法定福利費の確認は速やかに行うこととし、落札決定後となっても支障は

ないものとする。 

 

３　法定福利費が著しく低い金額である場合の確認 

法定福利費額が、２により算出した「法定福利費概算額」の２分の１未満である場合

は、受注者に対して算定根拠の確認を指示し、法定福利費確認届（様式２）の提出を求

めること。 

令和５年３月 15日 ４高土政第 1436 号 
各部局長、議会事務局長、公営企業局長、 
教育長、警察本部長、監査委員事務局長あて 
土木部長



 

附則（令和５年３月 15日 ４高土政第 1436 号 土木部長通知） 

　本通知は、令和５年４月１日以後に提出する工事費内訳書から適用する。 

　ただし、３による確認については、令和５年６月１日以降適用する。 

 

附則（令和６年５月 24日 ６高土政第 168 号 土木部長通知） 

本通知は、令和６年６月１日以後に提出する工事費内訳書から適用する。 

 

附則（令和８年５月 21日 ８高技管第 104 号 土木部長通知） 

本通知は、令和８年６月１日以後に提出する工事費内訳書から適用する。 

 

 

 

 

 

 



（別紙）

○国土交通省事業等

河川工事 ３．５９ ほ場整備工事 ４．６８

河川・道路構造物工事 ３．３１ 農用地造成工事 ３．７４

海岸工事 ３．１２ 舗装工事 ３．５６

道路改良工事 ３．３７ 道路改良工事 ３．３７

鋼橋架設工事 ２．６１ 水路トンネル工事 ３．０３

ＰＣ橋工事 ３．４８ 水路工事 ４．７５

舗装工事 ３．５６ 排水路工事 ４．１８

砂防・地すべり等工事 ３．７５ 河川工事 ３．５９

公園工事 ３．７３ 管水路工事 ３．７１

電線共同溝工事 ３．９６ 管更生工事 ３．１７

情報ボックス工事 ４．０１ 畑かん施設工事 ３．１５

橋梁保全工事 ３．６８ 干拓工事 ２．９０

道路維持工事 ４．２９ 海岸工事 ３．１２

河川維持工事 ５．７２ コンクリート補修工事 ４．７９

共同溝工事（１） ４．０２ ため池工事 ４．０２

共同溝工事（２） ２．７７ その他土木工事（１） ３．５６

トンネル工事 ４．３３ その他土木工事（２） ４．５０

コンクリートダム工事 ３．９３ フィルダム工事 １．９９

フィルダム工事 １．９９ コンクリートダム工事 ３．９３

下水道工事（１） ３．６８ 施設機械設備工事 １．４９

下水道工事（２） ４．０１ 鋼橋製作架設工事 ２．６１

下水道工事（３） ３．５５ 電気通信設備工事 ３．５６

下水道工事（４） ３．１７

港湾浚渫工事 ２．４２ ○林野庁事業等

港湾構造物工事 ２．５８ 河川工事 ３．９２

港湾海岸工事 ３．３９ 河川・道路構造物工事 ３．５０

営繕工事 ５．００ 治山・地すべり工事 ４．０８

昇降機設備工事 ２．００ 海岸工事 ３．３９

森林整備Ａ

○水産庁事業等 森林整備Ｂ

漁港漁場関係　浚渫工事 ２．４２ 道路工事 ３．６３

漁港漁場関係　構造物工事 ２．５８ 鋼橋架設工事 ２．７８

海岸工事（水産庁所管） ３．３９ ＰＣ橋工事 ３．８１

舗装工事 ３．８７

公園工事 ４．０８

橋梁保全工事 ３．８７

道路維持工事 ４．６７

トンネル工事 ４．５２

※　予定価格に占める法定福利費の割合
　　は法定福利費の事業主負担額（概算
　　額）である。

※　該当する工種がない場合は、
　　確認を行わない。

○農林振興局事業等

工種区分
予定価格に占
める法定福利
費の割合(％)

工種区分
予定価格に占
める法定福利
費の割合(％)

４．０８



別　記
第２号様式（第６条関係）

　高知県知事　　　　　　　　　　　　　　様
所  在  地

商号又は名称
代表者職氏名

備考１　見積金額はすべて税抜金額とし、合計は入札書記載金額と一致すること。

備考２　法定福利費とは、現場管理費のうち現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定事業主負担額。

備考３　本工事費内訳書の使用は任意とする。使用する場合は、工事番号、工事名を確認のうえ、

　　　　　 網掛け部に必要事項を入力し、提出前に、自ら検算等を行い相違ないことを確認すること。

令和　　年　　月　　日

工事費内訳書 未入力項目があります。

工　事　番　号

工　　事　　名

工　種　等 見　積　金　額（円）

本工事費

合　　　計  

      道路土工

    法面工 0

      法枠工

    仮設工 0

      交通管理工

　現場管理費のうち建退共制度の掛金

　工事原価のうち安全衛生経費

道路新設･改築 0

  道路改良 0

    道路土工 0

　直接工事費のうち材料費

　直接工事費のうち労務費

　現場管理費のうち法定福利費の事業主負担額

  直接工事費計 0

    共通仮設費積上分

      準備費

    共通仮設費率分

  共通仮設費計

  純工事費

    現場管理費

  現場管理費

  工事原価

    一般管理費等

  工事価格

 



（様式２） 

法定福利費確認届 

 

 

　令和　　年　　月　　日付けで提出しました工事費内訳書に記載した法定福利費につ

いて、算出根拠の確認を行った結果については下のとおりです。 

 

（どちらかにチェックをしてください。） 

 

　　　誤りがありました。正しい法定福利費は、　　　　　　　　　　　　円です。 

 

　　　※　法定福利費を変更した場合でも、入札額を変更することはできません。 

 

　　　誤りはありませんでした。 

　　　法定福利費が著しく低い金額である理由は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※　法定福利費の確認方法 

　　国土交通省のホームページを参考に確認を行ってください。 

 
工事番号

 
工 事 名

 
事業者名

 建設業における社会保険加入対策に

ついて

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/cons

t/totikensangyo_const_tk2_000080.html

 法定福利費を内訳明示した見積書の

作成手順（簡易版）
http://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf



「法定福利費を明示した工事費内訳書について」新旧対照表 

 新 旧

 法定福利費を明示した工事費内訳書について（通知） 

 

 

 

 

 

 

 

　「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成13年３月９日閣議決

定。令和元年10月18日一部変更。）では、地方公共団体の長等は、公平で健全な競争環境を構

築する観点から、社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。）に加入し、法定

福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることが重要であるとされておりま

す。 

さらに、建設業における担い手の育成及び確保には、法定福利費の適切な支払いのための取組

の強化が求められていることから、下記のとおり、建設工事の競争入札時に提出する工事費内訳

書に、法定福利費を明示することとしましたので通知します。 

 

記 

 

１　工事費内訳書への法定福利費の明示について 

（略） 

 

２　法定福利費の確認方法 

契約担当者は、受注者から提出された工事費内訳書に明示された法定福利費について、予定価

格の積算から合理的に推計される法定福利費の事業主負担額（概算額）（以下「法定福利費概算

額」という。）と比較し、適切に計上されていることを確認する。 

「法定福利費概算額」 ＝ 予定価格 × 法定福利費の割合（別紙のとおり） 

なお、法定福利費は、入札結果に影響しない。 

そのため、法定福利費の確認は速やかに行うこととし、落札決定後となっても支障はないものと

する。 

 

３　法定福利費が著しく低い金額である場合の確認 

（略） 

 

法定福利費を明示した工事費内訳書について（通知） 

 

 

 

 

 

 

 

　「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成13年３月９日閣議決

定。令和元年10月18日一部変更。）では、地方公共団体の長等は、公平で健全な競争環境を構

築する観点から、社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。）に加入し、法定

福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることが重要であるとされておりま

す。 

さらに、建設業における担い手の育成及び確保には、法定福利費の適切な支払いのための取組

の強化が求められていることから、下記のとおり、建設工事の競争入札時に提出する工事費内訳

書に、法定福利費を明示することとしましたので通知します。 

 

記 

 

１　工事費内訳書への法定福利費の明示について 

（略） 

 

２　法定福利費の確認方法 

契約担当者は、受注者から提出された工事費内訳書に明示された法定福利費について、予定価

格の積算から合理的に推計される法定福利費の概算額（以下「法定福利費概算額」という。）と

比較し、適切に計上されていることを確認する。 

「法定福利費概算額」 ＝ 予定価格 × 法定福利費の割合（別紙のとおり） 

なお、法定福利費は、入札結果に影響しない。 

そのため、法定福利費の確認は速やかに行うこととし、落札決定後となっても支障はないものと

する。 

 

３　法定福利費が著しく低い金額である場合の確認 

（略） 

令和５年３月15日 ４高土政第1436号 

各部局長、議会事務局長、公営企業局長、 

教育長、警察本部長、監査委員事務局長あて 

土木部長

令和５年３月15日 ４高土政第1436号 

各部局長、議会事務局長、公営企業局長、 

教育長、警察本部長、監査委員事務局長あて 

土木部長



「法定福利費を明示した工事費内訳書について」新旧対照表 

「法定福利費を明示した工事費内訳書について」新旧対照表 

 新 旧

  

附則（令和５年３月15日 ４高土政第1436号 土木部長通知） 

本通知は、令和５年４月１日以後に提出する工事費内訳書から適用する。 

ただし、３による確認については、令和５年６月１日以降適用する。 

 

附則（令和６年５月24日 ６高土政第168号 土木部長通知） 

本通知は、令和６年６月１日以後に提出する工事費内訳書から適用する。 

 

附則（令和８年５月21日 ８高技管第104号 土木部長通知） 

本通知は、令和８年６月１日以後に提出する工事費内訳書から適用する。 

 

附則（令和５年３月15日 ４高土政第1436号 土木部長通知） 

本通知は、令和５年４月１日以後に提出する工事費内訳書から適用する。 

ただし、３による確認については、令和５年６月１日以降適用する。 

 

附則（令和６年５月24日 ６高土政第168号 土木部長通知） 

本通知は、令和６年６月１日以後に提出する工事費内訳書から適用する。 



 新 旧

 （別紙） 

 

（別紙） 


